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新旧対照表 

那覇港管理組合建設工事請負契約約款 新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（総則） 

第１条 （略） 

 

 

 

（総則） 

第１条 発注者（以下「甲」という。）及び請負者（以下「乙」という。）は、

この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様

書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、

日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請

負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に

引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下

「施工方法等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがあ

る場合を除き、乙がその責任において定める。 

４ 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面に

より行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定め

がある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律

第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的

管轄裁判所とする。 

12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくす

べての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対

して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に
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対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくす

べての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

（関連工事の調整） 

第２条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事

が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調

整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行

う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

２ 甲は、乙の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工

事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、

当該他の機関と調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に

従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

 

 

（関連工事の調整） 

第２条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事

が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調

整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行

う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

（新設） 

（乙の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務） 

第７条の２ 乙は、次に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法第２条第３

項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下本条において

「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人としてはならない。 

 

(1)～(3) （略） 

 

 

２ (略) 

（乙の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務） 

第７条の２ 乙は、次に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和24年

法律第100号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を

除く。以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人と

してはならない。 

(1) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

(2) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

(3) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

２ （略） 

 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定め

るところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。こ

れらの者を変更したときも同様とする。 

(1) 現場代理人 

(2)  主任技術者（建設業法第26条第３項の規定に該当する場合は、専任の主任

技術者）又は監理技術者（建設業法第26条第３項の規定に該当する場合は、監理

（現場代理人及び主任技術者等） 

第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定め

るところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。こ

れらの者を変更したときも同様とする。 

(1) 現場代理人 

(2)  主任技術者（建設業法第26条第３項の規定に該当する場合は、専任の主任

技術者）又は監理技術者（建設業法第26条第３項の規定に該当する場合は、監理
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技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者） 

(3) 監理技術者補佐（建設業法第26条第３項第２号の規定により監理技術者の

行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者を言う。以下同

じ。） 

(4) 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

２～４ （略） 

５ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をい

う。以下同じ。）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者） 

（新設） 

 

(3) 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

 

２～４ （略） 

５ 現場代理人、主任技術者（監理技術者）及び専門技術者は、これを兼ねることが

できる。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第12条 （略） 

２ 甲又は監督員は、監理技術者等、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼

任する者を除く。）その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、

労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあると

きは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ

とを請求することができる。 

３～５ （略） 

（工事関係者に関する措置請求） 

第12条 （略） 

２ 甲又は監督員は、主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者と現

場代理人を兼任する者を除く。）その他乙が工事を施工するために使用してい

る下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる

ものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置

をとるべきことを請求することができる。 

３～５ （略） 

（乙の請求による工期の延長） 

第21条 （略） 

 

 

２ 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められ

るときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに

帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更

を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（乙の請求による工期の延長） 

第21条 乙は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その

他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができ

ないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求するこ

とができる。 

２ 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められ

るときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに

帰すべき事由による場合はにおいては、請負代金額について必要と認められる変

更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

い。 

（工期の変更方法） 

第23条 （略） 

 

２ （略） 

（工期の変更方法） 

第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日か

ら14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する
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３ 甲は、第１項の協議に当たっては、乙からの意見の趣旨をできる限り勘案し

十分な協議を行うように留意するとともに、乙との間で協議が整わなかったこと

又は当該協議に関して乙が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこ

と又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをして

はならない。 

ものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日（第21条の場合にあっては

甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受

けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の

日を定め、甲に通知することができる。 

（新設） 

（請負代金額の変更方法等） 

第24条 （略） 

 

２ （略） 

 

 

３ 甲は、第１項の協議に当たっては、乙からの意見の趣旨をできる限り勘案し

十分な協議を行うように留意するとともに、乙との間で協議が整わなかったこと

又は当該協議に関して乙が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこ

と又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをして

はならない。 

４ （略） 

（請負代金額の変更方法等） 

第24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始

の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する

ものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始

の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することがで

きる。 

（新設） 

 

 

 

３ この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場

合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国

内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認

めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２～８ （略） 

 

 

 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国

内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認

めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額

（請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額を

いう。以下同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として

算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち
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９ 甲は、第３項又は第７項の協議に当たっては、乙からの意見の趣旨をできる

限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、乙との間で協議が整わな

かったこと又は当該協議に関して乙が第59条に規定するあっせん若しくは調停を

請求したこと又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取

扱いをしてはならない。 

変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じな

ければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準と

し、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以

内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後

再度行うことができる。この場合においては、第１項中「請負契約締結の日」と

あるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとす

る。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい

変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定に

よるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激

なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当と

なったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請

求することができる。 

７ 第５項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議

して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあって

は、甲が定め、乙に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙

に通知しなければならない。ただし、甲が第１項、第５項又は第６項の請求を

行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙

は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 

（新設） 

（保証契約の変更） 

第36条 乙は、第35条第４項（前条第４項の規定により準用する場合を含む。）

（保証契約の変更） 

第36条 乙は、第35条第４項（前条第４項の規定により準用する場合を含む。）
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の規定により受領済みの前払金（中間前払金を含む。次条第１項を除き、以下同

じ。）に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契

約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。 

２～４ （略） 

の規定により受領済みの前払金（中間前払金を含む。         以下同

じ。）に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契

約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。 

２  乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保

証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならな

い。 

３ 乙は第１項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法で

あって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講ず

ることができる。この場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみな

す。 

４ 乙は、前払金額（中間前払金額を含む。以下同じ。）の変更を伴わない工期

の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知する

ものとする。 

（前払金の使用等） 

第37条 乙は、前払金（中間前払金を除く。以下この項において同じ。）をこの

工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事において償却

される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働

者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の前払金の支払

に充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を超えない範囲で、前払金を

この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係

る支払いに充当することができる。 

２ 乙は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購

入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払

運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必

要な経費以外の支払に充当してはならない。 

（前払金の使用等） 

第37条 乙は、前払金                       をこの

工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事において償却

される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働

者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の前払金の支払

に充当してはならない。ただし、前払金の100 分の25を超える額及び中間前払金

を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の  施工に要す

る費用に係る支払に充当することができる。 

（新設） 

（甲の催告による解除権） 

第47条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除すること

ができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び

取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（甲の催告による解除権） 

第47条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除すること

ができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び

取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 
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(1)～(3) (略) 

 

 

 

 

(4) 第10条第１項第２号又は第３号に掲げる者を設置しなかったとき。 

(5)～(6) (略) 

(1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出

したとき。 

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込

みがないと認められるとき。 

(4) 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

(5) 正当な理由なく、第45条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（解除に伴う措置） 

第53条 （略） 

 

 

 

 

 

２ （略） 

３ 第１項の場合において、第35条又は第35条の２（第41条において準用する

場合を含む。）の規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第38条及

び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前

払金の額を控除した額）を第１項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控

除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙

は、解除が第47条から第48条の２まで又は次条第３項の規定によるときにあって

はその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法

第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額

を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあってはその余剰額を

甲に返還しなければならない。 

４～９ （略） 

（解除に伴う措置） 

第53条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部

分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引

渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形

部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲

は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最

小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とす

る。 

３ 第１項の場合において、第35条又は第35条の２（第41条において準用する

場合を含む。）の規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第38条及

び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前

払金の額を控除した額）を第１項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控

除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙

は、解除が第47条から第48条の２又は第54条第３項までの規定によるときにあっ

てはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止

法第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した

額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあってはその余剰額

を甲に返還しなければならない。 

４～９ （略） 

（甲の損害賠償請求等） 

第54条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた

（甲の損害賠償請求等） 

第54条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた
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損害の賠償を請求することができる。 

(1)～(3) (略) 

 

 

 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務

の履行が不能であるとき。 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第１項第１号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代

金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅

延日数に応じ、支払遅延防止法第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合

で計算した額を請求するものとする。 

損害の賠償を請求することができる。 

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。 

(3) 第47条から第48条の２までの規定により、工事目的物の完成後に契約が解除

されたとき。 

(4) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の

履行が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請

負代金額の10分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わな

ければならない。 

(1) 第47条から第48条の２の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除さ

れたとき。 

(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰

すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。 

３  次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみ

なす。 

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法

律第75号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14

年法律第154号）の規定により選任された管財人 

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11

年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に

該当する場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及

び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、甲は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相

応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第８条

第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額を請求するものとする。 
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６ 第２項の場合（第48条第９号及び第11号又は第48条の２の規定により、この

契約が解除された場合を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納

付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又

は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

６ 第２項の場合（第48条第９号及び第11号又は第48条の２の規定により、この

契約が解除されて場合を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納

付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又

は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

（あっせん又は調停） 

第59条 （略） 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術

者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働

者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争に

ついては、第12条第３項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第５項の

規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第３項

若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又

は調停を請求することができない。 

（あっせん又は調停） 

第59条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わな

かったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙

間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審

査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術

者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用して

いる下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の

執行に関する紛争については、第12条第３項の規定により乙が決定を行った後若

しくは同条第５項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を

行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙

は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 

（仲裁） 

第60条 （略） 

（仲裁） 

第60条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停によ

り紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙

仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 


